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ヘイト・スピーチという
犯罪にどう対応するか？

法的な規制は必要町長

【
西
山
】
人
種
差
別
撤
廃

教
育
を
ど
う
進
め
て
い
る

か
。

【
教
育
委
員
長
】
在
日
外

国
人
の
問
題
を
取
り
上
げ

た
学
習
を
行
っ
て
い
る
が
、

人
種
差
別
に
焦
点
を
当
て

た
学
習
は
あ
ま
り
行
わ
れ

て
い
な
い
。

　

学
校
に
よ
っ
て
は
、「
キ

ン
グ
牧
師
」
の
話
を
教
材

と
し
て
扱
って
お
り
、
そ
の

中
で
人
種
差
別
の
問
題
に

も
触
れ
て
い
る
。

　
「
人
権
尊
重
の
国
際
的

広
が
り
」
と
い
っ
た
内
容

が
扱
わ
れ
て
お
り
「
世
界

人
権
宣
言
」「
国
際
人
権

規
約
」「
人
権
差
別
撤
廃

条
約
」
も
学
ん
で
い
る
。

　

自
分
の
人
権
と
と
も
に

他
者
の
人
権
を
守
ろ
う
と

人
種
差
別
撤
廃
教
育
は

　
　
　
　
進
ん
で
い
る
か
？

教育
委員長

自
分
と
他
者
の

　
　
尊
厳
を
守
る
よ
う
に

支えあいともに生きる研修

【
西
山
】
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー

チ
は
ア
メ
リ
カ
で
始
ま
り
、

最
近
、
日
本
で
も
問
題
を

起
こ
し
て
い
る
。
日
本
社

会
を
悪
意
と
暴
力
に
満
ち

た
社
会
に
し
て
は
な
ら
な

い
。

　
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
な
く

す
立
場
か
ら
ど
う
認
識
し

対
応
す
る
か
。

【
町
長
】
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー

チ
と
は
、「
人
種
、
皮
膚

の
色
、
国
籍
、
民
族
な
ど

の
集
団
に
対
し
て
暴
力
や

差
別
的
行
為
を
扇
動
す
る

よ
う
な
侮ぶ

辱じ
ょ
く

的
表
現
を
行

う
こ
と
」
で
あ
る
。

　

同
和
地
区
出
身
者
、
障

が
い
者
、
女
性
、
在
日
コ

リ
ア
ン
の
人
々
を
人
間
以

下
の
存
在
と
し
て
さ
げ
す

み
、
人
格
権
と
生
存
権
を

否
定
さ
れ
つ
づ
け
て
生
き

る
こ
と
を
強
い
る
も
の
で

あ
る
。

　

社
会
的
平
等
と
社
会
参

加
の
平
等
な
機
会
を
保
障

す
る
た
め
、ヘ
イ
ト・ス
ピ
ー

チ
に
対
す
る
法
的
な
規
制

は
必
要
で
あ
る
。

　

本
町
で
は
、
あ
ら
ゆ
る

差
別
の
解
消
に
向
け
、
学

校
教
育
、
小
地
域
懇
談
会

な
ど
教
育
・
啓
発
活
動
に

取
り
組
む
。

人権を拡大する法律の学習

す
る
児
童
、
生
徒
を
育
て

て
い
く
こ
と
が
人
種
差
別

の
解
消
に
つ
な
が
る
も
の
と

考
え
て
い
る
。
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